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A47G 家庭用具または食卓用具（ブックエンド
Ａ４７Ｂ６５／００；ナイフＢ２６Ｂ） 

注 

このサブクラスは，ホテル，化粧室，乗物または類似のものに

同様に用いられる用具であって，他に分類されないものを包含

する。 

サブクラス内の索引 

装飾用具.............................. 1/00-7/00,33/00 

寝具;テーブル掛け .......................... 9/00;11/00 

食卓用具.................................. 19/00-23/00 

サポート,ホルダー,容器,用具 

衣服のためのもの ................................ 25/00 

家庭用のためのもの .............................. 29/00 

床用織物........................................ 27/00 

宗教または祭礼用具 .............................. 33/00 

その他の用具 .................................... 35/00 

1/00 鏡（手鏡，ポケット鏡，またはひげそり鏡

Ａ４５Ｄ４２／００；光学的要素としての

ものＧ０２Ｂ５／０２）；絵画用額ぶちまた

は類似物 

1/02 ・備品として使われる鏡 

1/04 ・・多面鏡 

1/06 ・絵画用額ぶち（紙からの製造Ｂ３１Ｄ） 

1/08 ・・調節できるもの 

1/10 ・・額ぶち用コーナークリップまたはコー

ナー接続器具 

1/12 ・記念メダル，バッジ，または類似物のた

めのフレームまたは入れもの 

1/14 ・写真立て 

1/16 ・絵画，鏡，または類似物をつり下げまた

は支えるための装置 

1/17 ・・粘着力，吸引力または磁力を用いたも

の 

1/18 ・・絵画吊り用環または類似物 

1/20 ・・絵画用ホック；Ｘホック（一般的に使

われるプラグまたはホックＦ１６Ｂ１３

／００，Ｆ１６Ｂ４５／００） 

1/21 ・・・締める作用によるもの（一般Ｆ１６

Ｂ２／００） 

1/22 ・・ピンプレート 

1/24 ・・絵画，鏡または類似のものを所要の位

置に，特に傾いた状態に，調節するため

の器具 

3/00 釘，ねじまたは類似のものの取り外し可能

な装飾した頭部（特別な形状の取り外し不

可能な釘の頭Ｆ１６Ｂ１５／０２，ねじの

頭Ｆ１６Ｂ２３／００） 

5/00 スクリーン（シャワースクリーンＡ４７Ｋ

３／３０；開閉シャッターＥ０６Ｂ９／０

２）；通風転向装置 

5/02 ・巻き取り式スクリーン 

5/04 ・防火用スクリーン 

7/00 花立てまたは類似物（衣服につける花立て

Ａ４５Ｆ５／０８） 

7/02 ・植木鉢または切り花を支える装置（植木

鉢または温室の植木鉢台Ａ０１Ｇ） 

7/03 ・・花びんまたは植木鉢の花を支える針状

クッションまたは針状板 

7/04 ・・花テーブル；花用スタンドまたはハン

ガー，例．花かご（花を育てる時に使う

スタンドＡ０１Ｇ） 

7/06 ・・花びん 

7/07 ・・・花を花びんに入れる装置，例．切取

り線で穴のあくようにしたカバー 

7/08 ・・植木鉢用カバー 

9/00 ベッドカバー；掛けぶとん；旅行用毛布；

寝具用毛布；寝袋；枕（特にいびきを防止

するために改造されたものＡ６１Ｆ５／５

６） 

9/02 ・ベッド掛け；毛布；掛けぶとん［５］ 

9/04 ・・結着用細片（小間物類一般Ａ４４Ｂ） 

9/06 ・旅行用毛布；寝具用毛布 

9/08 ・寝袋 

9/10 ・枕（枕入れＡ４７Ｃ２１／００）［７］ 

11/00 テーブル掛け 

テーブル装置または用具 

19/00 食器 

19/02 ・大皿，銘々皿または類似物 

19/03 ・・１回のみ使用できるもの，例．紙製の

もの 

19/04 ・・分離しうる余分の容器を有する皿 

19/06 ・・スプーン，グラスまたは類似物のため

の一体になっているホルダーを有する皿 

19/08 ・・皿ホルダー（台所ポット用ホルダーＡ

４７Ｊ４５／１０） 

19/10 ・・・テーブルに皿を固定させる装置 

19/12 ・テーブルで使う容器またはポット 

19/14 ・・コーヒーポットまたはティーポット（フ

イルター，ストレーナＡ４７Ｊ３１／０

６） 

19/16 ・・茶の浸出具（ティー・インフューザー），

例．インフュージング・バッグ，卵形の

インフューザー（一回だけ使用できるも

の，例．紙製のものＢ６５Ｄ，例．使い

捨て容器またはパッケージＤ６５Ｄ８５

／８０４ 

19/18 ・・ジャム，からしまたは類似物のテーブ

ル用容器（石けん容器Ａ４７Ｋ５／０６） 

19/20 ・ティーポットまたはコーヒーポットの保

温カバー 

19/22 ・テーブルサービスに使われる飲用容器ま

たは受皿（グラスまたは飲用容器の下敷

きＡ４７Ｇ２３／０３） 
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19/23 ・・積み重ね可能なもの 

19/24 ・塩，こしょう，砂糖または類似のものの

振りかけ容器 

19/26 ・バターまたはチーズを入れる皿またはカ

バーで冷却または加熱装置を有しまたは

有しないもの；食器容器の保護カバー 

19/28 ・卵用カップ；ゆで卵おき器（家事用器具

としての卵おき器Ａ４７Ｊ４３／１４） 

19/30 ・テーブル用具として使われるその他の容

器または装置 

19/32 ・・パン，巻きパン，砂糖または類似のも

のを小出しする装置を有する食品容器；

移動可能なカバーを有する食品容器（商

店に付属して使われるものＡ４７Ｆ） 

19/34 ・・・定量の粉または粉状の食品，例．砂

糖，を出すもの［２］ 

21/00 食卓用器具（パンくず入れＡ４７Ｌ１３／

５２；テーブルナイフＢ２６Ｂ） 

21/02 ・フォーク；排出器付フォーク；フォーク

とスプーンが結合したもの；サラダ用の

もの 

21/04 ・スプーン；ねり菓子用のもの 

21/06 ・結合したまたは分離したテーブルサービ

ス用器具のセット；あけ具のついたカキ

用ナイフ；骨を取り除くための道具を有

する魚用ナイフ（台所用具Ａ４７Ｊ） 

21/08 ・片腕の人のための給仕装置 

21/10 ・砂糖挾み；アスパラガス挾み；他の食品

の挾み具 

21/12 ・ようじ入れ 

21/14 ・ナイフ掛けまたはナイフ立て；食器に付

属するテーブル用具のホルダー 

21/16 ・テーブルクロスまたはナプキンのホルダ

ー 

21/18 ・飲用ストローまたは類似物（治療用のも

のＡ６１Ｊ１５／００） 

23/00 他の食卓用具 

23/02 ・グラスまたはビンのホルダー 

23/03 ・グラスまたは飲用容器用の下敷き［２］ 

23/032 ・・紙，板または類似物，例．ビール用マ

ット，で作られたもの 

23/04 ・食物を冷却または加熱しておく装置のあ

る容器（バターまたはチーズ用のものＡ

４７Ｇ１９／２６） 

23/06 ・給仕盆（サービステーブルＡ４７Ｂ３１

／００） 

23/08 ・テーブル用食物輸送装置；動きうるまた

は回転しうる食物給仕装置 

23/10 ・消費された数を計数またはマークする装

置（飲料物の分配装置におけるものＢ６

５Ｄ，Ｂ６７Ｄ；計数一般Ｇ０６Ｍ） 

23/12 ・・テーブル用食器と結合した消費量計数

器 

23/14 ・・・下敷きと結合したもの，例．グラス

用 

23/16 ・・・飲用容器またはそのふたと結合した

もの 

家庭用具 

25/00 衣服と関連して用いられる家庭用具；衣服，

帽子または傘のホルダー（衣装だんすＡ４

７Ｂ６１／００）［４］ 

25/02 ・衣服ホルダー；衣服吊り装置；衣服ハン

ガーの部品；衣服リフター（衣服または

スーツハンガーＡ４７Ｇ２５／１４；錠

装置付き衣服ホルダーＥ０５Ｂ６９／０

０）［４］ 

25/06 ・・着物用ホック；着物用棚；吊るしうる

または伸ばし得る腕のある外衣支持台

（錠のかかるホックを有するものＥ０５

Ｂ６９／０２） 

25/08 ・・立木，壁，テーブルまたは類似のもの

に取り付けられる携帯用衣服ホルダー 

25/10 ・帽子用ホルダー；帽子用棚 

25/12 ・ステッキまたは傘用スタンドまたはホル

ダー 

25/14 ・衣服ハンガー，例．スーツハンガー（Ａ

４７Ｇ２５／６０が優先；伸ばし得る衣

服ホルダーのある衣装だんすＡ４７Ｂ６

１／０２）［４］ 

25/16 ・・完全な装備のためのもの（Ａ４７Ｇ２

５／４０，Ａ４７Ｇ２５／４４が優先）

［４］ 

25/18 ・・二またはそれ以上の類似の衣服用のも

の，例．類似ハンガーに連結するか，ま

たは支持する構造のもの［４］ 

25/20 ・・衣服の形を保持する装置を有するもの

［４］ 

25/22 ・・毛皮製品に特に適合するもの［４］ 

25/24 ・・針金で作られたもの（Ａ４７Ｇ２５／

４２，Ａ４７Ｇ２５／４６，Ａ４７Ｇ２

５／５２，Ａ４７Ｇ２５／６４，Ａ４７

Ｇ２５／７０が優先）［４］ 

25/26 ・・・衣服のすべり落ちを防止するのに特

に適合するもの，例．非すべり表面を有

するもの（Ａ４７Ｇ２５／３０が優先）

［４］ 

25/28 ・・形状によって特徴づけられたハンガー

［４］ 

25/30 ・・・衣服のすべり落ちを防止するもの［４］ 

25/32 ・・・フックの細部を含むもの（Ａ４７Ｇ

２５／３４，Ａ４７Ｇ２５／３８が優先）

［４］ 

25/34 ・・・一体に形成されたフックとハンガー

を有するもの（Ａ４７Ｇ２５／３６が優

先）［４］ 

25/36 ・・・材料，例．紙，ボール紙，プラスチ
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ック，ガラス，の選択によって特徴づけ

られるもの［４］ 

25/38 ・・・・そのためのフック取付け［４］ 

25/40 ・・折りたたみハンガー［４］ 

25/42 ・・・針金から形成されたもの［４］ 

25/44 ・・摺動ハンガー［４］ 

25/46 ・・・針金から形成されたもの［４］ 

25/48 ・・クランプ装置または類似のものを有す

る，例．ズボンまたはスカート用のハン

ガー［４］ 

25/50 ・・・ズボンまたはスカートを支持するた

めのハンガーに設けられたフック［４］ 

25/52 ・・・針金から形成されたもの［４］ 

25/54 ・ほこりまたは虫よけ衣服バッグ，例．ス

ーツハンガーを有するもの［４］ 

25/56 ・・着物を挿入する装置［４］ 

25/58 ・・殺虫剤または防虫用設備を有する虫よ

けバッグ［４］ 

25/60 ・香料または殺虫剤または防虫剤設備を有

するハンガー，例．虫よけバッグ内に備

えられるもの［４］ 

25/62 ・ハンガー式のズボンまたはスカート伸張

器（熱または蒸気を用いるものＤ０６Ｆ）

［４］ 

25/64 ・・針金製のもの［４］ 

25/66 ・折り目付けまたは広げ装置を有するズボ

ン伸張器（熱または蒸気を適用するもの

Ｄ０６Ｆ）［４］ 

25/68 ・・縦方向に伸すもの［４］ 

25/70 ・・針金製のもの［４］ 

25/72 ・衣服プレス装置（ホットプレス装置また

は機械Ｄ０６Ｆ）［４］ 

25/74 ・ネクタイホルダー［４］ 

25/76 ・ネクタイ伸長装置（熱または蒸気を適用

するものＤ０６Ｆ）［４］ 

25/78 ・ネクタイプレス装置，例．保持装置と組

合わされたもの（ホットプレス装置Ｄ０

６Ｆ）［４］ 

25/80 ・ブーツまたは靴を履いたり脱いだりする

ための装置，例．ブーツフック；ブーツ

脱ぎ器（靴ボタン付け器Ａ４７Ｇ２５／

９２）［４］ 

25/82 ・・靴べら［４］ 

25/84 ・・靴用ベンチ［４］ 

25/86 ・・・ブーツ引張り装置を有するもの［４］ 

25/88 ・・靴またはブーツ内へ靴ひもの端をしま

い込むための装置［４］ 

25/90 ・衣服，例．ストッキングまたはズボン，

を着たり脱いだりするための家庭用補助

装置［４］ 

25/92 ・・靴または衿用ボタン付け器；ひも通し；

手袋用フック［４］ 

27/00 床用布帛；そのための留め具（織り物Ｄ０

３Ｄ；不織布Ｄ０４Ｈ） 

27/02 ・カーペット；階段用の細長いじゅうたん；

枕辺のじゅうたん；足用マット（マット

状のくつ拭いＡ４７Ｌ２３／２２） 

27/04 ・カーペット固定具；カーペットを拡げる

装置 

27/06 ・階段敷物押え；階段敷物押え固定具（カ

ーテン押えＡ４７Ｈ１／０２） 

29/00 グループＡ４７Ｇ１／００～Ａ４７Ｇ２７

／００またはＡ４７Ｇ３３／００に分類さ

れない家庭用サポート，ホルダーまたは容

器（台所用具のためのものＡ４７Ｊ４５／

００，タオル乾燥用Ａ４７Ｋ１０／０４；

ベッド，上衣または類似物を虫干しするた

めのスタンド，棚または類似物，着物乾燥

装置Ｄ０６Ｆ５７／００） 

29/02 ・壁板（棚Ａ４７Ｂ）；そのための支持腕ま

たは支持かすがい 

29/06 ・紙入れかご（ゴミ容器Ｂ６５Ｆ１／００） 

29/08 ・個人的に使われる品物のためのホルダー

一般，例．ブラシ用のもの 

29/087 ・家庭用具または類似物をテーブル，壁ま

たは類似物に固定する装置［４］ 

29/093 ・容器をテーブルまたは類似物に固定する

装置［４］ 

29/10 ・キーホルダー；キーボード（キーケース

Ａ４５Ｃ１１／３２） 

29/12 ・郵便または新聞受け容器，例．郵便箱；

郵便または新聞の取り出し用ドアーまた

は類似物の開口部（Ａ４７Ｇ２９／１４

が優先；建造物の郵便用のシュートＢ６

５Ｇ１１／０４）［１，８］ 

29/122 ・・一部，細部または付属物，例．シグナ

ル装置，ランプ，伝言伝達装置 

29/124 ・・・内容物無断取出防止装置 

29/126 ・・・受口用のふた 

29/14 ・食物，例．朝食，ミルク，のための受け

容器；受け入れられた物の無断取出し防

止装置を有する，大型小包用の類似の容

器［１，８］ 

29/16 ・・郵便箱との結合 

29/18 ・・ドアーまたは窓の付近のビンを保持す

るための留め金装置（無断取出防止用の

ものＡ４７Ｇ２９／２４） 

29/20 ・・受け入れられた物の無断取出を防止す

る装置を有するもの 

29/22 ・・・回転または往復動のできる部分を有

するもの 

29/24 ・・・ドアーまたは窓の付近のビンを保持

するための留め金装置 

29/26 ・・・・ドアーまたは窓を開いた時のみビ

ンを解放する装置 

29/28 ・・・家の内側の物受およびドアー，壁ま
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たは類似物を通す配達管または類似物を

有するもの，例．ミルク配達用のもの 

29/30 ・・付属物，例．シグナル装置，ランプ，

伝言を送るための装置 

33/00 家庭用，または一般用の宗教用具または祭

礼用具 

33/02 ・祭壇；宗教上の神だな；聖水入れ；十字

架のキリスト像 

33/04 ・クリスマス・ツリー（クリスマスツリー

の照明装置Ｆ２１Ｓ；ロウソク立てＦ２

１Ｖ３５／００）［１，７］ 

33/06 ・・人造クリスマスツリー 

33/08 ・・クリスマスツリーデコレーション 

33/10 ・・クリスマスツリーデコレーションのた

めの固定装置または留め金 

33/12 ・・クリスマスツリー立て 

35/00 他の家庭用具 

 


